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事業名 福祉のまちづくり推進事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成９年度）

１ 目 的
福祉のまちづくり条例に基づき，公共的施設のバリアフリー化に係る条例事務を行うとともに，事業者，

県民等への広報啓発等を実施することにより，福祉のまちづくりを推進する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

福祉のまちづくり推進事業 県 広報啓発 県 10/10
・福祉のまちづくり広報誌の作成
・バリアフリー研修会の開催

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

福祉のまちづくり推進事業 4,420 4,420 3,642 121.4

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

福祉のまちづくり推進事業 １ 福祉のまちづくり １ 福祉のまちづくり １ 福祉のまちづくり
広報誌の作成 広報誌の作成 広報誌の作成
（5,000部×２回） （5,000部×２回） （5,000部×２回）

２ バリアフリー研修会 ２ バリアフリー研修会 ２ バリアフリー研修会
の開催 の開催 の開催

(建築士他，県下12地域) （建築士他，市内１回） （建築士他，市内２回）

４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

第７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり



- 150 -

事業名 パーキングパーミット制度推進事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成21年度）

１ 目 的
身障者用駐車場の適正利用を図るため，県内共通の利用証を発行し，身障者用駐車場を利用できる者を

明確にすることにより，必要な方のために駐車スペースを確保する鹿児島県身障者用駐車場利用証制度（
パーキングパーミット制度）の円滑な運営を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

パーキングパーミット制度 県 対象となる駐車場を有する事業所等（公共施 県10/10
推進事業 設，病院，ショッピングセンター等）と県とで

協定を締結するとともに，対象者への利用証の
交付や県民への広い周知などを行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

パーキングパーミット制度 3,196 3,196 3,811 83.9
推進事業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

パーキングパー ・対象者へ利用証を交付 ・対象者へ利用証を交付 ・対象者へ利用証を交付
ミット制度推進 ・施設管理者と協定を締結 ・施設管理者と協定を締結 ・施設管理者と協定を締結
事業 ・広報 ・広報 ・広報

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 パーキングパーミット推進員設置事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成21年度）

１ 目 的
平成２１年１１月から導入された身障者用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度）の円滑な推進

を図り，身障者用駐車場の利用適正化に資するため，パーキングパーミット制度推進員を設置する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

パーキングパーミット制度推 県 ハートピアかごしま及び各地域振興局にパーキ
進員設置事業 ングパーミット制度推進員を設置し，事業所に

対する制度への協力依頼，利用証の交付，制度
の普及啓発等を行う。

３ 予 算 ※緊急雇用創出事業を活用

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
パーキングパーミット制度推 千円 千円 千円 ％
進員設置事業 17,628 17,628 19,858 88.8

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

パーキングパーミット制度 ハートピアかごしま，各地 ハートピアかごしま，各地 ハートピアかご
推進員設置事業 域振興局への推進員の設置 域振興局への推進員の設置 しま，各支庁・

（８名） （８名） 地域振興局への
推進員の設置
（１０名）
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事業名 重度心身障害者医療費助成事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（昭和49年度）

１ 目 的
重度心身障害者の健康増進を図るため，重度心身障害者の医療に要した費用の自己負担分に対し市町村が

助成する経費の一部を補助し，重度心身障害者の福祉の向上を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 医療費及び証明手数料 市 町 村 重度心身障害者の医療に要した費用の自己負 県 1/2
担分に対し，市町村が助成する経費の一部を補 市町村 1/2
助する。

② 事務費 県 市町村事務に対する指導経費 県 10/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 医療費及び証明手数料 4,624,232 2,312,116 2,268,271 101.9

② 事務費 76 76 77 98.7

計 4,624,308 2,268,348 2,268,348 101.9

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 医療費及び証明手数料 県 補 助 額 県 補 助 額 県 補 助 額
2,312,116千円 2,246,954千円 2,176,129千円

助成延べ件数 助成延べ件数 助成延べ件数
886,126件 838,341件 827,347件

受 給 者 数 受 給 者 数 受 給 者 数
44,967人 43,956人 43,172人

(見込) (見込)
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事業名 障害者福祉団体活動費助成事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成７年度）

１ 目 的
障害者団体の円滑な育成や活動を促進するとともに，障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害者福祉団体活動費助成 県 障害者団体の円滑な育成や活動を促進すると 県 10/10
事業 ともに，障害者の福祉の増進を図る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

障害者福祉団体活動費助成 20,626 20,626 20,626 100.0
事業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

障害者福祉団体活動費助成 ・県身体障害者福祉協会 ・県身体障害者福祉協会 ・県身体障害者福祉協会
事業 18,453千円 17,634千円 17,145千円

・県手をつなぐ育成会 ・県手をつなぐ育成会 ・県手をつなぐ育成会
2,173千円 2,173千円 2,173千円
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事業名 特別障害者手当等支給事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（昭和61年度）

１ 目 的
障害者の所得補償の一環として障害者の自立生活の基礎を確立するため，在宅の特別障害者に対し，著し

く重度の障害によって生じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給し，特別障害者の福祉の増進を
図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

特別障害者手当等支給事業 県及び福祉 精神又は身体に，国民年金法における１級程 国 3/4
事務所を設 度の障害が重複する程度の重度の障害があるた
置する市町 め，日常生活において常時特別の介護を必要と 県及び
村 する状態にある20歳以上の者に対して支給する 市町村 1/4

(20歳未満の者には,障害児福祉手当を支給)。
なお，手当月額の改定により，平成23年度か

ら以下のとおりとなる。
特別障害者手当 月額 26,440円→26,340円
障害児福祉手当 月額 14,380円→14,330円
経過的福祉手当 月額 14,380円→14,330円

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

特別障害者手当等支給事業 127,233 127,233 133,978 95.0

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度(計画) 平成22年度(見込み) 平成21年度(実績)

特別障害者手当等支 特別障害者手当 4,116件 特別障害者手当 4,280件 特別障害者手当 4,944件
給事業 障害児福祉手当 828件 障害児福祉手当 947件 障害児福祉手当 1,426件

経過的福祉手当 132件 経過的福祉手当 157件 経過的福祉手当 239件
合 計 5,076件 合 計 5,384件 合 計 6,609件

５ その他参考事項
県全体の状況（平成21年度分）
特別障害者手当 23,819件 障害児福祉手当 12,136件 経過的福祉手当 1,684件
計 37,639件

本人及び扶養義務者の所得制限限度額がある。
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事業名 全国障害者スポーツ大会事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成12年度）
１ 目 的

障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

全国スポーツ大会 県 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の派遣 県 10/10
大会期日:平成23年10月22日(土)～24日(月)
派遣人員:66名(選手38名,役員その他28名)
場 所:山口県
競技種目:陸上,水泳,卓球,ｱｰﾁｪﾘｰ,ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ,

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ,団体競技

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

全国スポーツ大会 9,995 9,995 10,230 97.7

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

全国スポーツ大会 第11回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の 第10回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の 第9回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の
派遣 派遣 派遣

大会期日:平成23年10月22日(土) 大会期日:平成22年10月23日(土) 大会期日:平成21年10月10日(土)
～24日(月) ～25日(月) ～12日(月)

金ﾒﾀﾞﾙ 21個，銀ﾒﾀﾞﾙ 12個, 金ﾒﾀﾞﾙ 12個，銀ﾒﾀﾞﾙ 12個,
銅ﾒﾀﾞﾙ 13個 計46個 銅ﾒﾀﾞﾙ 11個 計35個
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事業名 障害福祉施設整備事業 （所管：障害福祉課 事業者指導係）

継続（昭和42年度）

１ 目 的
社会福祉法人等が実施する障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等及び児童福祉法に基づく児童福祉
施設の整備に係る費用の一部を補助し，障害者（児）の福祉の増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 障害福祉施設整備事業 社会福祉法 障害者（児）福祉の増進を図るために，社会 国 1/2
人等 福祉法人等が実施する障害者支援施設等の整備 県 1/4

に要する費用の一部を補助する。 法人 1/4

② 社会福祉施設整備費指導 県 施設整備を実施する社会福祉法人等に対し指 国 1/2
監督事務費 導及び検査等を実施するための費用 県 1/2

③ 障害者就労訓練設備等整 社会福祉法 旧法施設が新体系へ移行するための設備整備 国 10/10
備事業 人等 に要する費用の一部を補助する。

〃 社会福祉法 社会福祉法人等が民家を借り上げてグループ 国 1/2
人等 ホーム等を整備する際の建物の改修に要する費 県 1/4

用の一部を補助する。 法人 1/4

３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

障害福祉施設整備事業 452,114 452,114 128,025 353.1

４ ２３年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22年度 平成21年度

障害福祉施設整備事業 ・障害者支援施設 ・障害福祉サービス事 ・知的障害児施設
移転改築１ 業所 移転改築１

・障害福祉サービス事 大規模修繕１ ・障害者支援施設等
業所 創設３ 改築２
創設２ 創設１

・障害福祉サービス事
障害者就労訓練設備等整備 ・障害福祉サービス事 業所
事業 業所等 改修１，設備８

改修２，設備８

５ その他参考事項
県全体の状況(22年度分)
①県実施分 ・「４ 事業実績」表中のとおり
②鹿児島市実施分 ・社会福祉施設等施設整備事業

障害福祉サービス事業所 創設１
障害者支援施設 大規模修繕１

・障害者就労訓練設備等整備事業
障害福祉サービス事業所 設備３

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 社会福祉施設等耐震化等整備事業 （所管：障害福祉課 事業者指導係）

継続（平成21年度）

１ 目 的
社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金により設置した基金を活用して，社会福祉施設等の耐震改修及び
スプリンクラー設置を支援し，社会福祉施設等の利用者の安全の確保を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

社会福祉施設等耐震化等整備 社会福祉法 社会福祉施設等の利用者の安全の確保を図る 国 1/2
事業 人等 ために社会福祉施設等の耐震改修及びスプリン 県 1/4

クラー整備に要する費用の一部を補助する。 法人 1/4

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

社会福祉施設等耐震化等整備 2,392,602 2,392,602 2,187,187 109.4
事業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22度 平成21年度

社会福祉施設等耐震化等整備 ・障害者支援施設等 ・障害者支援施設等 ・障害者支援施設等
事業 ・耐震改修６ ・耐震改修６ ・耐震改修２

・スプリンクラー整 ・スプリンクラー整 ・スプリンクラー整
備21 備16 備９

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 障害者介護給付事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
障害福祉サービスを利用する障害者に対して市町村が支弁する費用の一部を負担する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 居宅介護等事業 市 町 村 居宅介護，重度訪問介護，行動援護，重度障 国 1/2
害者等包括支援の障害福祉サービスにおいて， 県 1/4
入浴，排泄，食事の介護等や外出における介護 市町村 1/4
等を行う。

② 短期入所事業 自宅で介護する人が病気の場合になどに，短
期間，夜間も含め施設で，入浴，排泄，食事の
介護等を行う。

③ 生活介護事業 常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排
泄，食事の介護等を行うとともに創作的活動ま
たは生産活動の機会を提供する。

④ 療養介護事業 医療と常時介護を必要とする人に，医療機関
で機能訓練，療養上の管理，看護，介護及び日
常生活の世話を行う。

⑤ 児童デイサービス事業 障害児に，日常生活における基本的な動作の
指導，集団生活への適応訓練等を行う。

⑥ 施設入所支援事業 施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排
泄，食事の介護等を行う。

⑦ 共同生活介護 夜間や休日，共同生活を行う住居で，入浴，
排泄，食事の介護等を行う。

⑧ 旧法施設支援事業 旧法施設に入所する人に，入浴，排泄，食事
の介護等を行う。

⑨サービス利用計画作成費助 障害福祉サービス利用者のうち，特に計画的
成事業 プログラムに基づく支援を必要とする者を対象

として，指定相談支援事業者から相談支援を受
けたときに支給されるサービス利用計画作成費
に係る負担金を市町村に交付する。

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり



- 159 -

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 居宅介護等事業 1,301,219 332,292 289,456 114.8
② 短期入所事業 331,332 90,831 78,829 115.2
③ 生活介護事業 3,989,534 861,543 730,108 118.0
④ 療養介護事業 246,064 69,231 56,789 121.9
⑤ 児童デイサービス事業 626,520 132,633 128,782 102.9
⑥ 施設入所支援事業 1,279,024 276,347 233,599 118.3
⑦ 共同生活介護 402,382 78,776 61,340 128.4
⑧ 旧法施設支援事業 9,630,225 2,686,122 2,679,364 100.2
⑨ サービス利用計画作成費助成事業 1,250 229 160 143.1

計 17,807,550 4,528,014 4,258,427 106.3

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 居宅介護等事業 40市町村 40市町村 40市町村
② 短期入所事業 39市町村 38市町村 35市町
③ 生活介護事業 41市町村 42市町村 36市町
④ 療養介護事業 24市町 24市町 23市町
⑤ 児童デイサービス事業 38市町 38市町 38市町村
⑥ 施設入所支援事業 41市町村 43市町村 32市町
⑦ 共同生活介護 35市町村 35市町村 30市町
⑧ 旧法施設支援事業 42市町村 44市町村 44市町村
⑨ サービス利用計画作成費 5市町 2市町 1市
助成事業
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事業名 障害者訓練等給付事業 （所管：障害福祉課 事業者指導係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
障害福祉サービスを利用する障害者に対して市町村が支弁する費用の一部を負担する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 自立訓練 市 町 村 自立した日常生活又は社会生活ができるよ 国 1/2
う，一定期間，身体機能又は生活能力の向上の 県 1/4
ために必要な訓練を行う。 市町村 1/4

② 就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に，一定期
間，就労に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行う。

③ 就労継続支援 一般企業での就労が困難な人に，働く場を提
供するとともに，知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行う。

④ 共同生活援助 夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や
日常生活上の援助を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 自立訓練 538,689 136,171 138,023 98.7
② 就労移行支援 838,331 200,412 187,913 106.7
③ 就労継続支援 2,260,829 484,404 415,667 116.5
④ 共同生活援助 506,818 121,547 114,713 105.9

計 4,144,667 942,534 856,316 110.1

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22年度 平成21年度

① 自立訓練 38市町村 38市町村 38市町村
② 就労移行支援 33市町 33市町 33市町
③ 就労継続支援 39市町村 39市町村 39市町村
④ 共同生活援助 41市町村 41市町村 41市町村
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事業名 補装具給付事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続 身体障害者補装具給付（昭和25年度）
身体障害児補装具給付（昭和29年度）

１ 目 的
身体機能の失われた部位，欠陥のある部分を補うための用具（補装具）の交付及び修理した費用の給付。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

補装具給付事業 市 町 村 身体機能の失われた部位，欠陥のある部分を 国 1/2
補うための用具(補装具)の交付及び修理を行う。 県 1/4
＜補装具の種類＞ 市町村 1/4
・ 視覚障害者用
盲人安全つえ，義眼，眼鏡，

・ 聴覚障害者用
補聴器

・ 音声・言語機能障害者用
重度障害者意思伝達装置

・ 肢体不自由児者用
義肢,装具,車いす,歩行器,座位保持装置,
座位保持いす，起立保持具，排便補助具，
収尿器，電動車いす，頭部保持具，歩行補
助つえ（多点つえ）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

補装具給付事業 563,044 140,761 128,886 109.2

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成２３年度 平成２２年度 平成２１年度
市町村数 市町村数 交付件数 修理件数

身体障害者・児補装 ４３市町村 ４３市町村 3,531件 1,623件

５ その他参考事項
・利用者負担…原則１割負担。所得に応じて月額上限額が設定されている。
・ストマ用具，点字器，歩行補助つえ（棒状のつえ）等補装具から日常生活用具へ移行された。
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事業名 自立支援医療事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係，
自立支援係）

再編（平成19年度）

１ 目 的
精神及び身体，児童の医療の確保（早期治療，再発防止）を容易にし，継続的な医療を積極的に進めてい

く。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 自立支援医療(精神通院医 県 精神障害の医療の確保（早期治療，再発防 国 1/2
療) 止）を容易にし，継続的な医療を積極的に進め 県 1/2

るために，必要な医療に要した費用について，
自立支援医療を支給する。

② 自立支援医療(更生医療) 市町村 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の 国 1/2
促進を図るため，当該身体障害者に対し行われ 県 1/4
るその更生のために必要な医療に要した費用に 市町村 1/4
ついて，自立支援医療を支給する。

③ 自立支援医療(育成医療) 県 障害児（身体に障害のある者に限る。）の健全 国 1/2
中核市 な育成を図るため，当該障害児に対し行われる 県 1/2

生活の能力を得るために必要な医療に要した費 医療費のみ
用について，自立支援医療を支給する。

中核市
国 1/2
市 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

自立支援医療 3,833,535 3,833,535 3,789,779 101.2
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４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 自立支援医療(精神通院医 支払件数 272,861件 支払件数 272,461件 支払件数 256,549件
療) 医療費負担 医療費負担 医療費負担

3,243,869千円 3,172,080千円 2,875,877千円

② 自立支援医療(更生医療) 支払件数 29,014件 支払件数 29,034件 支払件数 29,118件
医療費負担 医療費負担 医療費負担

491,422千円 458,689千円 423,775千円

③ 自立支援医療(育成医療) 支払件数 3,125件 支払件数 3,030件 支払件数 2,920件
医療費負担 医療費負担 医療費負担

64,183千円 60,938千円 54,067千円

計 支払件数 305,000件 支払件数 304,525件 支払件数 288,587件
医療費負担 医療費負担 医療費負担

3,799,474千円 3,691,707千円 3,353,719千円
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事業名 県地域生活支援事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係，
精神保健福祉係，

継続（平成１９年度） 自 立 支 援 係）

１ 目 的
障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）がその有する能力及び適性に応じ自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるよう，地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的
・効果的に実施し，もって障害者等の福祉の増進を図るとともに，障害の有無に関わらず国民が相互に人格
と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 障害福祉人材育成事業 県 相談支援従事者，サービス管理責任者及び行 国 1/2
動援護従事者の資格取得のための研修を実施 県 1/2
し，これらのサービス提供に従事する人材を育
成する。

② 県障害者相談支援体制整 県 地域における相談支援体制を整備し，県全体 国 1/2
備事業 の相談支援体制を構築するために，主導的役割 県 1/2

を担う協議の場として，県自立支援協議会を設
置する。

③ 障害程度区分認定調査員 県 障害程度区分認定等が客観的かつ公平な障害 国 1/2
等研修事業 程度区分の決定・事務が行われるよう，研修会 県 1/2

を開催する。

④ 手話通訳者養成研修事業 県 聴覚障害者の意思伝達の手段を確保し，意志 国 1/2
の疎通を円滑にして，積極的な社会参加を図る 県 1/2
ため，手話通訳者及び指導者を養成するととも
に，登録試験を実施する。

⑤ 盲ろう者通訳・介助員養 県 盲ろう者の通訳介助を養成し，盲ろう者の社 国 1/2
成研修事業 会参加に資する。 県 1/2

⑥ 音声機能障害者発声訓練 県 疾病等により咽頭を提出し音声機能を喪失し 国 1/2
指導者養成事業 た者に発声訓練を行う指導者を養成する。 県 1/2

⑦ 身体障害者・知的障害者 市町村 各市町村が相談員を設置し，障害者から各種 県 10/10
相談員活動強化事業 相談に応じて必要な助言指導を行うことに対し

て助成を行う。

⑧ 生活訓練等事業 県 障害者に対し，日常生活上必要な訓練・指導 国 1/2
等を行うことにより，生活の質的向上を図る。 県 1/2

⑨ 情報支援等事業 県 障害のために日常生活上必要な情報の入手等 国 1/2
が困難な者に対し，必要な支援を行い，日常生 県 1/2
活上の便宜を図ることを目的とする。
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事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

⑩ 障害者ＩＴサポートセン 県 障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力 国 1/2
ター運営事業 の格差是正を図るため，障害者ITサポートセン 県 1/2

ターを拠点とし，各IT関連事業を総合的かつ一
体的に実施し，ITを活用しての障害者の社会参
加を一層促進することを目的とする。

⑪ 社会参加促進事業 県 スポーツ・芸術活動等の事業を行うことによ 国 1/2
り，障害者の社会参加を促進することを目的と 県 1/2
する。

⑫ 高次脳機能障害者支援セ 県 支援拠点機関において，高次脳機能障害に対 国 1/2
ンター事業 する専門的な相談支援，関係機関との支援ネッ 県 1/2

トワークの充実，高次脳機能障害の正しい理解
を促進するための普及･啓発事業，高次脳機能
障害の支援手法等に関する研修を行い，高次脳
機能障害者に対する支援体制を確立する。

⑬ 介護職員等医療ケア研修 県 障害者支援施設等において，適切にたんの吸 国 1/2
事業 引・警官栄養の医療的ケアを行うことができる 県 1/2

介護職員を養成するための研修事業を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 障害福祉人材育成事業 4,681 4,681 4,016 116.5

② 県障害者相談支援体制整 3,318 3,318 3,334 90.5
備事業

③ 障害程度区分認定調査員 978 978 980 99.7
等研修事業

④ 手話通訳者養成研修事業 1,129 1,129 1,129 100.0

⑤ 盲ろう者通訳・介助員養 394 394 394 100.0
成研修事業

⑥ 音声機能障害者発声訓練 755 755 755 100.0
指導者養成事業

⑦ 身体障害者・知的障害者 6,495 6,495 6,569 98.8
相談員活動強化事業
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県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

⑧ 生活訓練等事業 1,982 1,982 1,982 100.0

⑨ 情報支援等事業 6,838 6,838 6,920 98.8

⑩ 障害者ＩＴサポートセン 930 930 930 100.0
ター運営事業

⑪ 社会参加促進事業 40,657 40,657 41,126 98.8

⑫ 高次脳機能障害者支援セ 2,700 2,700 2,703 99.8
ンター事業

⑬ 介護職員等医療ケア研修 5,698 5,698 0 －
事業

計 76,555 76,555 70,838 107.0

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22年度 平成21年度

① 障害福祉人材育成事業 相談支援従事者研修受講者 80人 相談支援従事者研修受講者 80人 相談支援従事者研修受講者 223人
サービス管理責任者研修受講者 150人 サービス管理責任者研修受講者 150人 サービス管理責任者研修受講者 436人
行動援護従事者研修受講者 50人 行動援護従事者研修受講者 50人 行動援護従事者研修受講者 32人

② 県障害者相談支援体制整 自立支援協議会開催回数 3回 自立支援協議会開催回数 3回 自立支援協議会開催回数 3回
備事業

③ 障害程度区分認定調査員 認定調査員研修受講者 130人 認定調査員研修受講者 130人 認定調査員研修受講者 122人
等研修事業 市町村審査会委員研修受講者 130人 市町村審査会委員研修受講者 130人 市町村審査会委員研修受講者 113人

主治医研修受講者 200人 主治医研修受講者 200人 主治医研修受講者 255人

④ 手話通訳者養成研修事業 手話通訳者養成講座受講者 手話通訳者養成講座受講者 手話通訳者養成講座受講者
（基本・応用課程） 延べ339人 （応用・実践課程） 延べ339人 （基本・応用課程） 延べ339人

⑤ 盲ろう者通訳・介助員養 盲ろう者通訳介助者養成講習会受講者 盲ろう者通訳介助者養成講習会受講者 盲ろう者通訳介助者養成講習会受講者
成研修事業 延べ 100人 延べ 88人 延べ 88人
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事業名 市町村地域生活支援事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
障害者がその有する能力及び適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，地域の

特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的，効果的に実施し，もって安心して暮らす
ことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

市町村地域生活支援事業 市 町 村 （１）必須事業 国 1/2
・相談支援事業 県 1/4
・コミュニケーション支援事業 市町村 1/4
・日常生活用具給付事業
・移動支援事業
・地域生活支援センター機能強化事業

（２）その他の事業
市町村の判断により，自立した日常生活
又は，社会生活を営むために必要な事業
社会福祉法人，公益法人，特定非営利活
動法人等の団体が行う上記事業に対し補
助する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

市町村地域生活支援事業 921,716 230,429 230,429 100.0

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

市町村地域生活支援事業 事業実施市町村 事業実施市町村 事業実施市町村
43市町村 43市町村 43市町村

補助金額 補助金額 補助金額
230,429千円 230,429千円 239,265千円

(見込)
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事業名 不服審査会事業 (所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成18年度）
１ 目 的

市町村が行った介護給付費等に係る処分に対する審査請求に対し，県が客観的な立場から当該処分の適否
について迅速に審査を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

不服審査会事業 県 県障害者介護給付費等不服審査会の設置，運営 国 1/2
県 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

不服審査会事業 973 973 973 100.0

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

不服審査会事業 審査請求件数 6件 審査請求件数 1件 審査請求件数 4件
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事業名 精神障害者社会復帰施設等運営費補助事業 (所管：障害福祉課 精神保健福祉係，
地域生活支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
生活訓練施設・授産施設〔精神障害者〕，福祉工場〔身体・知的〕の事業者が，新体系に移行するまでの
間,旧施設体系として存続する場合の運営費を補助する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 精神障害者社会復帰施設 地方公共団 精神障害者社会復帰施設に対し，運営費補
運営費 体又は非営 助を行う。 国 1/2

利法人等 県 1/2

② 身体障害者福祉工場運営 社 会 福 祉 法 人 身体障害者福祉工場の適正かつ円滑な運営 国 1/2
費 を図るため，その運営に必要な経費の一部を 県 1/2

補助する。

③ 知的障害者福祉工場運営 社 会 福 祉 法 人 知的障害者福祉工場の適正かつ円滑な運営 国 1/2
費 を図るため，その運営に必要な経費の一部を 県 1/2

補助する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

精神障害者社会復帰施設等運 367,662 367,662 410,975 89.5
営費補助事業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 2 3 年 度 平 成 2 2 年 度 平 成 2 1 年 度

① 身体障害者福祉工場運営費 対象施設１箇所 対象施設１箇所 対象施設１箇所
② 知的障害者福祉工場運営費 対象施設１箇所 対象施設２箇所 対象施設２箇所
③ 精神障害者社会復帰施設運営費 対象施設11箇所 対象施設11箇所 対象施設13箇所

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 障害者自立支援総合対策事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成18年度）

１ 目 的
障害者自立支援法に基づく制度の円滑な運用を図るため，事業者に対する運営の安定化等を図る措置，新
法への移行等のための円滑な実施を図る措置及び福祉･介護人材の処遇改善を図る措置を実施する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害者自立支援総合対策事業 県・市町村 １ 事業者に対する運営の安定化等を図る措置 県事業
① 事業運営安定化事業 国(基金)1/2
② 移行時運営安定化事業 県 1/2
③ 通所サービス等利用促進事業 又は
④ 新事業移行促進事業 国(基金)
⑤ 事務処理安定化支援事業 10/10
⑥ 就労系事業利用に向けたアセスメント実

施連携事業 市町村事業
⑦ 地域移行支度経費支援事業 国(基金)1/2

２ 新法への移行等のための円滑な実施を図る 県 1/4
措置 市町村1/4
⑧ 小規模作業所緊急支援事業 又は
⑨ 障害者自立支援基盤整備事業 国(基金)
⑩ 障害者地域移行体制強化事業 10/10
⑪ 一般就労移行等促進事業
⑫ 制度改正に向けた相談支援体制整備特別
支援事業

⑬ 障害児を育てる地域の支援体制整備事業
⑭ 障害者自立支援法等改正施行円滑化特別
支援事業

⑮ 相談支援充実・強化事業
⑯ 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村
支援事業

⑰ 移行定着支援事業
⑱ その他法施行に伴い緊急に必要な事業

３ 福祉･介護人材の処遇改善を図る措置
⑲ 福祉・介護人材の処遇改善事業

４ 基金の造成
国からの交付金を財源として障害者自立支

援対策臨時特例基金を造成し，23年度までの
特別対策（障害者自立支援総合対策事業）を
実施する。
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

障害者自立支援総合対策事業 2,001,706 2,001,706 1,555,320 128.7

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

障害者自立支援総合対策事業 事業運営安定化事業 事業運営安定化事業 事業運営円滑化事業
ほか ほか ほか

2,001,706千円 1,555,320千円 936,807千円
（見込み）
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事業名 障害者施設等工賃倍増計画推進事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成20年度）

１ 目 的
就労継続支援事業所及び授産施設を対象として，県工賃倍増計画に基づく工賃向上への取組に対する支援

を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害者施設等工賃倍増計画推 県 積極的な工賃向上への取組を行っている事業 国 1/2
進事業 所を中小企業診断士の現地指導により重点的に 県 1/2

支援することにより，工賃向上のモデル事例を
構築し，その事例を他の事業所に公開すること
で，事業所計画の円滑な策定・実施及び工賃向
上の取組を推進する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

障害者施設等工賃倍増計画推 1,990 1,990 1,992 99.9
進事業

計 1,990 1,990 1,992

４ ２３年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22年度 平成21年度

障害者施設等工賃倍増計画推 モデル事業の実施 モデル事業の実施 モデル事業の実施
進事業 研修会の実施 研修会の実施

展示・即売会の開催

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 精神障害者措置入院事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和25年度）

１ 目 的
申請・通報及び届出により自傷他害の恐れのある者に対する診察，措置入院患者の入院先までの移送及び

措置入院医療費の公費負担を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 入院措置 県 申請・通報等に基づく精神保健指定医の診察 国 3/4
の結果，自傷他害の恐れのある精神障害者を措 県 1/4
置入院させる。医療費は公費負担。 （一部県10/10）

② 措置入院患者等移送事業 県 精神保健福祉法第２７条による精神保健指定 国3/4,1/2
医の診察及び法２９条，３４条による入院措置 県1/4,1/2
のための移送を行う。 （一部県10/10）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 入院措置 77,021 77,021 90,194 85.4

② 措置入院患者等移送事業 1,215 1,215 680 178.7

計 78,236 78,236 90,874 86.1

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 入院措置 指定医の診察 指定医の診察 指定医の診察
－ 30件 (見込) 44件

入院医療費公費負担件 入院医療費公費負担件 入院医療費公費負担件
数 － 数 618件(見込) 数 548件

② 措置入院患者等移送事業 移送件数 － 移送件数 14件(見込) 移送件数 20件
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事業名 精神医療適正化対策事業 （所管： 障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和45年度）

１ 目 的
精神科病院の入院患者の人権の擁護，適正な医療と保護を確保する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 精神障害者実地審査精神 県 措置入院者，医療保護入院者等の入院継続の 県 10/10
科病院等立入調査事業 適否及び当該患者の処遇について，精神保健指

定医を派遣して審査及び指導を行うとともに精
神科病院の運営が関係法令に則った適正な運営
であるか確認する。

② 定期病状報告書料等事業 県 定期病状報告書等への文書料の支払い 県 10/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 精神障害者実地審査精神 1,427 1,427 1,532 93.1
科病院等立入調査事業

② 定期病状報告書料等事業 10,134 10,134 9,985 101.5

計 11,561 11,561 11,517 100.4

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 精神障害者実地審査精神 精神科病院実地審査・ 精神科病院実地審査・ 精神科病院実地審査・
科病院等立入調査事業 実地指導 実地指導 実地指導

52病院実施 52病院実施 52病院実施

② 定期病状報告書料等事業 定期病状報告書報告件 定期病状報告書報告件 定期病状報告書報告件
数 数 数

4,044件(見込) 4,142件(見込) 4,155件
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事業名 精神科救急医療体制整備事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（平成８年度）

１ 目 的
休日等において医療及び保健を必要とする精神障害者に対し，適切な医療の供給及び保護を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 精神科救急医療システム 県 離島を除く地域を４ブロックに分け，休日 国 1/2
整備事業 (9:00～24:00)の当番医制を病院群輪番制で実 県 1/2

施する。
運営を鹿児島県精神科病院協会に委託して実

施する。

② 精神科救急情報センター 県 各精神科病院の入院受入情報等を集約し，警 国 1/2
事業 察・消防等からの入院患者受入の要請に対応す 県 1/2

る精神科救急情報センターを県立姶良病院に設
置する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 精神科救急医療システム 13,347 13,347 13,482 99.0
整備事業
② 精神科救急情報センター 3,015 3,015 3,015 100.0
事業

計 16,362 16,362 16,497 99.2

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

精神科救急医療システム 精神科救急医療システ 精神科救急医療システ 精神科救急医療システ
整備事業 ムによる空床確保日数 ムによる空床確保日数 ムによる空床確保日数

延 284日(見込) 延 284日 延 288日

連絡調整委員会の開催 連絡調整委員会の開催 連絡調整委員会の開催
回数 回数 回数

１回 １回 １回

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
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事業名 地域精神保健福祉対策事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和４１年度）

１ 目 的
精神障害者の早期治療及び社会復帰の促進，自立と社会経済活動への参加促進，地域住民の精神的健康の
保持増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 一般対策事業 県 保健師の訪問指導，精神保健相談医の相談等 県 10/10
福祉相談を実施する。

② 精神福祉推進連合会運営 県 鹿児島県精神福祉推進連合会に対して運営費 県 10/10
費補助事業 補助金を交付する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 一般対策事業 2,219 2,219 2,214 100.2

② 精神福祉推進連合会運営 252 252 252 100.0
費補助事業

計 2,471 2,471 2,466 100.2

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 一般対策事業 実施先 13保健所 実施先 13保健所 実施先 13保健所

② 精神福祉推進連合会運営 補助金交付先 １団体 補助金交付先 １団体 －
費補助事業

計
－
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事業名 精神障害者地域移行支援特別対策事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（平成１９年度～）

１ 目 的
精神科病院に入院している精神障害者のうち，受入条件が整えば退院可能である者に対し，病院・施設等
と連携し，円滑な地域生活への移行に向けた支援を推進する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

精神障害者地域移行支援特別 県 精神科病院に入院している精神障害者のう 国 1/2
対策事業 ち，受入条件が整えば退院可能である者に対

し，病院・施設等と連携し，円滑な地域生活へ
の移行に向けた支援を推進する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

精神障害者地域移行支援特別
対策事業 4,508 4,508 4,512 99.9

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

精神障害者地域移行支援特 事業実施箇所 ８箇所 事業実施箇所 ８箇所 事業実施箇所 １箇所
別対策事業 対象者70人 (見込) 対象者72人 対象者11人
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事業名 精神障害者訪問支援推進モデル事業（新規） （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

新規（平成２３年度～）

１ 目 的
精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として，日常生活上の危機が生じている精神障害者に対し，
一定期間，医療及び福祉の包括的な支援を行うことを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

精神障害者訪問支援推進モデ 県 精神障害者が，できるだけ入院をせずに地域 国 10/10
ル事業 生活の継続を可能とするために，多職種が連携

し，訪問支援を実施する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

精神障害者訪問支援推進モデ
ル事業 32,000 32,000 － －

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

精神障害者訪問支援推進モ 医療法人等への委託 － －
デル事業 委託先 １箇所
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事業名 心身障害者扶養共済制度事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（昭和45年度）

１ 目 的
心身障害児（者）の保護者が，相互扶助の精神に基づき毎月一定額の掛金を拠出しておき，保護者が死亡
又は重度の障害となった場合，心身障害児（者）に毎月年金を支給することにより，心身障害児（者）の経
済的不安を軽減する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負 担 区 分

心身障害者扶養共済制度事業 県 掛金→5,600～14,500円(19年度まで既加入者） (制度運営費)
9,300～23,300円(20年度以降新加入者) 国1/2, 県1/2

(加入時の年齢により決定) ( 掛 金 公 費 負 担 制 度 )
年 金 →毎月 20,000円（１口） ・生保世帯
弔 慰 金 →30,000～150,000円(既加入者) 県 4.5/10

50,000～250,000円(新加入者) 市町村 4.5/10
脱退一時金→45,000～150,000円(既加入者) ・非課税世帯

75,000～250,000円(新加入者) 県 3/10
(加入期間により決定) 市町村 3/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

心身障害者扶養共済制度事業 386,273 386,273 386,500 99.9

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

心身障害者扶養共済制度事業 加入者数 916口 加入者数 924口 加入者数 936口
年金受給者数 849口 年金受給者数 797口 年金受給者数 795口
弔慰金受給者数 5口 弔慰金受給者数 3人 弔慰金受給者数 5人
脱退一時金受給者数 脱退一時金受給者数 脱退一時金受給者数

9口 3口 9人

見込み 平成22年12月末現在
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５ その他参考事項
(1) 対象者
① 加入資格

心身障害児（者）を扶養する保護者で，年齢が65歳未満の者（父母，配偶者，兄弟姉妹，祖父母，そ
の他の親族等）

② 心身障害児（者）の範囲
ア 知的障害児（者） イ 身体障害者（身障手帳１～３級）
ウ 精神又は身体に永続的な障害を有する児（者）でア又はイと同程度の障害と認められる者（脳性ま
ひ，進行性筋萎縮症，血友病，自閉症，統合失調症など）
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事業名 重症心身障害児(者)通園事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成10年度）

１ 目 的
在宅の重症心身障害児(者)に対し，通園の方法により日常生活動作，運動機能等に係る訓練，指導等必要
な療育を行うことにより，運動機能等の低下を防止するとともにその発達を促し，併せて保護者等に家庭に
おける療育技術を習得させ，もって在宅重症心身障害児(者)の福祉の増進に資することを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

重症心身障害児(者)通園事業 県 (1) 対象者 国 1/2
在宅の重症心身障害児(者) 県 1/2

(2) 職員体制
医師（兼任），看護師（選任），
児童指導員又は保育士（選任），
理学療法，作業療法，言語療法等を担当す

る職員（選任）
(3) 訓練指導内容
ア 理学療法，作業療法，言語療法等による
機能回復訓練

イ 日常生活における基本的動作の指導，集
団生活への適応等の訓練

ウ 保護者への家庭療育等に関する助言，指導

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

重症心身障害児(者)通園事業 54,292 54,292 55,156 98.4

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

重症心身障害児(者)通園事業 事業実施箇所 ２か所 事業実施箇所 ２か所 事業実施箇所 ２か所

（Ａ型；１，Ｂ型；１） （Ａ型；１，Ｂ型；１） （Ａ型；１，Ｂ型；１）
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事業名 児童デイサービス利用者負担軽減対策事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
保育所や幼稚園に在籍しながら児童デイサービスを利用している児童の保護者に対し，利用者負担額の一
部を助成することにより，早期療育の機会の確保と若い世帯を中心とした保護者の経済的負担の軽減を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

児童デイサービス利用者負担 市町村 (1) 対象者 県 1/2
軽減対策事業 児童デイサービス(知的障害児通園施設を 市町村 1/2

含む)を利用する就学前障害児のうち，保育
所等と併行通園している児童
（平成21年度：628人）

(2) 給付額
１日の利用者負担金のうち，300円を超え

る分を補助する。（月９日を限度とする。）

(3) 所得制限
高所得世帯（特別児童扶養手当の所得制限

限度額以上：４人家族の場合の収入額約770
万円以上）は対象外

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
児童デイサービス利用者負担 千円 千円 千円 ％
軽減対策事業 6,391 6,391 5,649 113.1

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

児童デイサービス利用者負担 実施市町村 26市町村 実施市町村 26市町村 実施市町村 26市町村
軽減対策事業 （見込み） （見込み）
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事業名 障害児施設給付費等事業 （所管：障害福祉課 事業者指導係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
心身に障害のある児童が指定知的障害児施設等から支援を受けた際に，その施設支援に要した費用の一部
を給付し，当該児童の育成を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 障害児施設給付費等事業 県 心身に障害のある児童の保護者に対し，施設 国 1/2
支援に要した費用の一部を給付する。 県 1/2

② 児童福祉法施行事務費 県 障害児施設給付費等事業を実施するにあたり 県 10/10
必要な事務費

③ 保育士派遣事業 県 聾学校寄宿舎へ保育士を派遣し，幼稚部児童 県 10/10
の処遇の充実を図る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 障害児施設給付費等事業 3,068,325 3,068,325 2,816,122 109.0
② 児童福祉法施行事務費 899 899 899 100.0
③ 保育士派遣事業 696 696 4,290 16.2

計 3,069,920 3,069,920 2,821,311 108.8

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 障害児施設給付 知的障害児施設 ９施設 知的障害児施設 ９施設 知的障害児施設 ８施設
費等事業 知的障害児通園施設３施設 知的障害児通園施設３施設 知的障害児通園施設３施設

盲ろうあ児施設 １施設 盲ろうあ児施設 １施設 盲ろうあ児施設 １施設
肢体不自由児施設 ５施設 肢体不自由児施設 ５施設 肢体不自由児施設 ５施設
重症心身障害児施設７施設 重症心身障害児施設７施設 重症心身障害児施設７施設
指定医療機関 １施設 指定医療機関 １施設 指定医療機関 １施設

② 保育士派遣事業 寄宿舎幼稚部児童の保育付 寄宿舎幼稚部児童の保育付 寄宿舎幼稚部児童の保育付
添，交流保育，学習補助， 添，交流保育，学習補助， 添，交流保育，学習補助，
閉舎日滞在対応の実施 閉舎日滞在対応の実施 閉舎日滞在対応の実施
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事業名 こども総合療育センター運営事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成22年度）

１ 目 的
障害児全般にわたる総合相談窓口を備え，発達障害児，知的障害児及び肢体不自由児を対象に外来による

診療・療育等を行う「こども総合療育センター」を運営する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

こども総合療育センター維持 県 光熱水費，センター清掃委託等各種業務委託 県 10/10
管理事業

こども総合療育センター事業 県 (1) 相談支援 県 10/10
・ 障害児全般にわたる総合相談窓口を
設置し，保護者や地域からの様々な相
談に対して助言・指導及び情報提供を
行う｡

・ 巡回療育相談の実施
(2) 診療・療育

・ 発達障害児，知的障害児及び肢体不
自由児を対象に，医師による診療をは
じめ，心理士や理学療法士などが心身
の発達に応じた専門療育を行う｡

発達障害者支援センター事業 県 (1) 発達障害に関する研修 国 1/2
・ 地域における療育体制のレベルアッ 県 1/2
プのため，発達障害にかかわる保育所
等の職員を対象に研修を行う。

(2) こども総合療育センター（発達障害者支
援センター）連絡協議会の開催
・ 発達障害児等やその家族に対する総
合的な支援の在り方等について協議を
行う。（年２回開催）

障害児等療育支援事業 県 障害児等の地域における生活を支えるため， 県 10/10
(社会福祉 障害児等に関する事業を実施する社会福祉法人
法人等に委 等（やまびこ医療福祉センター等９法人）に委
託して実 託し，在宅障害児に対する訪問療育，保育所等
施) の職員に対する療育技術の指導などを行う。

(1) 在宅支援訪問療育指導事業
(2) 在宅支援外来療育指導事業
(3) 施設支援一般指導事業
(4) 施設支援専門指導事業(拠点施設のみ)
(5) 在宅支援専門指導事業(拠点施設のみ)
(6) 療育支援体制連携強化事業

地域療育支援体制整備事業 県 障害児等が身近な地域で適切な相談や支援が 県 10/10
（新規） 受けられる体制を整備する。 （ただし，

(1) 療育支援ガイドマップの作成 支援体制サ
(2) 支援体制サポート事業 ポート事業
(3) 地域療育支援体制づくり は国1/2，
(4) 保育所等で開催されるケース検討会議等 県1/2）
へのセンター職員の派遣
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３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
こども総合療育センター運営 千円 千円 千円 ％
事業 83,393 83,393 100,191 83.2

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

こども総合療育センター維持 施設の維持管理 (1) 施設の維持管理 －
管理事業 光熱費等の支払 光熱費等の支払

(2) 開設に伴う経費
備品購入など

こども総合療育センター事業 (1) 相談支援 (1) 相談支援 －
電話相談 －件 電話相談 1,109件
来所相談 －件 来所相談 47件

(2) 診療・療育 (2) 診療・療育
初診 －人 初診 406人
再診 －人 再診 1,872人
個別療育 －人 個別療育 1,066人
集団療育 －人 集団療育 100人

(3) 巡回療育相談30回 (3) 巡回療育相談21回
(相談件数246人)

発達障害者支援センター事業 (1) 相談支援 (1) 相談支援 －
電話相談 －件 電話相談 377件
来所相談 －件 来所相談 168件

(2) 人材育成（地区別 (2) 人材育成（地区別
市町村支援者研修） 市町村支援者研修）
・ 幼児及び学童期 ・ 幼児及び学童期
支援者研修(中級) 支援者研修(中級)
実施地区：７地区 実施地区：６地区
受講者数： 580人 受講者数： 493人

・ 青年及び就労期 ・ 青年及び就労期
支援者研修(初級) 支援者研修(初級)
実施地区：７地区 実施地区：５地区
受講者数： 150人 受講者数： 124人

(3) こども総合療育セ (3) こども総合療育セ
ンター（発達障害者 ンター（発達障害者
支援センター）連絡 支援センター）連絡
協議会(年２回開催) 協議会(年２回開催)
第１回：平成23年7月 第１回：平成22年7月 9日
第２回：平成24年2月 第２回：平成23年2月18日

(4) 保育所等で開催さ
れるケース検討会議
等へのセンター職員
の派遣

82回
(5) 地域療育支援体制
づくり

67回

※ 人数，件数等は平
成22年12月末現在



- 186 -

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

障害児等療育支援事業 (1) 在宅支援訪問療育指導事業 (1) 在宅支援訪問療育指導事業 －
3,053件 2,288件

(2) 在宅支援外来療育指導事業 (2) 在宅支援外来療育指導事業
448件 367件

(3) 施設支援一般指導事業 (3) 施設支援一般指導事業
614件 391件

(4) 施設支援専門指導事業 (4) 施設支援専門指導事業
4件 3件

(5) 在宅支援専門指導事業 (5) 在宅支援専門療育指導事業
12件 9件

(6) 療育支援体制連携強化事業 (6) 療育支援体制連携強化事業
こども総合療育セ こども総合療育セ

ンターと支援施設と ンターと支援施設と
の連絡会の開催 の連絡会の開催

６回 ４回

※ 件数，回数は平成
22年12月末現在

地域療育支援体制整備事業 (1) 療育支援ガイドマ － －
（新規） ップの作成

3,000部
(2) 支援体制サポート
事業
対象地区：種子島

(3) 保育所等で開催さ
れるケース検討会議
等へのセンター職員
の派遣

57回
(4) 地域療育支援体制
づくり

74回

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
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事業名 地方改善施設等整備指導事業 （所管：社会福祉課 福祉企画係）

継続（昭和45年度）

１ 目 的
生活環境等の安定向上を図る必要がある地域の住民の生活環境等の改善を図るため，市町村が設置する共

同施設（下水排水路，地区道路等）の整備に対し，指導監督を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

地方改善施設等整備指導事 県 県の指導監督に要する経費 国 1/2
業 県 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

地方改善施設等整備指導事 213 213 211 100.9
業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度(予定) 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

地方改善施設等整備指導事 整備箇所 整備箇所 整備箇所
業 下水排水路 下水排水路 下水排水路

７市町 １８箇所 ８市町村１５箇所 ８市町 １６箇所
地 区 道 路 地 区 道 路 地 区 道 路

１市町 １箇所 ２市町村 ３箇所 ３市町村 ４箇所
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事業名 生活保護管理運営費 （所管：社会福祉課 生活保護班）

継続（①昭和２５年度，②昭和３０年度，③昭和６１年度）

１ 目 的
県・市町の生活保護実施機関の生活保護法施行事務に対する監査や指定医療・介護機関等に対する個別指

導，生活保護運用上の問題点を研究討議するための研修等を実施する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 生活保護法施行事務指導 県 県・市町の生活保護実施機関に対する監査及び 国 1/2
及び監査 指定医療・介護機関に対する個別指導 県 1/2

② 研修会等（本庁関係） 県 中央研修会等（厚生労働省主催）に出席するた 県10／10
めの旅費

③ 研修会（出先関係） 県 県・市町生活保護主管課長並びに係長会議を年 県10／10
１回開催

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 生活保護法施行事務指導 1,530 1,530 1,530 100.0
及び監査

② 研修会等（本庁関係） 154 154 154 100.0

③ 研修会（出先関係） 324 324 324 100.0

計 2,008 2,008 2,008 100.0
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４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 生活保護法施行事務指 ・ 福祉事務所等の監査 ・ 福祉事務所等の監 ・ 福祉事務所等の監査
導及び監査 32 査 32 31

・ 指定医療機関の個別 ・ 指定医療機関の個 ・ 指定医療機関の個別
指導 10 別指導 10 指導 8

・ 指定介護機関の個別 ・ 指定介護機関の個 ・ 指定介護機関の個別
指導 4 別指導 4 指導 4

② 研修会等（本庁関係） ・ 生活保護法基準改定 ・ 生活保護法基準改 ・ 生活保護法基準改定
説明会 定説明会 説明会

・ 生活保護費補助金交 ・ 生活保護費補助金 ・ 生活保護費補助金交
付調整会議 交付調整会議 付調整会議

③ 研修会（出先関係） 県・市町福祉事務所等 県・市町福祉事務所 県・市町福祉事務所等
生活保護主管課長会議 等生活保護主管課長会 生活保護主管課長会議

議
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事業名 生活保護費 （所管：社会福祉課 生活保護班）

継続（①昭和２５年度，②昭和３３年度，③昭和２５年度）

１ 目 的
憲法第25条に規定する理念に基づき，国が生活に困窮するすべての国民に対し，その困窮の程度に応じ，
必要な保護を行い，その最低限度の生活を保障するとともに，その自立を助長することを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 生活保護費 県・市・ 要保護者の年齢別，世帯構成別，所在地域別 国 3/4
福祉事務所 その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮し 県・市・
を設置する た最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの 福祉事務所
町 等として厚生労働大臣の定める基準より測定し を設置する

た要保護者の需要を基とし，そのうち，その者 町 1/4
の金銭又は物品で満たすことのできない不足分
を給付する。

② 施設事務費 県・市・ 身体上及び精神上著しい障害があるために日 国 3/4
福祉事務所 常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ 県・市・
を設置する て，生活扶助を給付する。 福祉事務所
町 を設置する

町 1/4

③ 住所不定者分生活保護費 県 ・ 住所不定者生活保護費 国 ３／４
福祉事務所を設置する市及び町における居 (直接補助)

住地がないか又は明らかでない被保護者の保 県 １／４
護費の支弁を行う。

県 ・ 行旅病人等 県10/10
行旅病人の救護費用及び行旅死亡人の取扱

費用の支弁を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 生活保護費 6,321,308 6,321,308 5,860,371 107.9

② 施設事務費 5,012 5,012 3,545 141.4

③ 住所不定者分生活保護費 130,407 130,407 87,850 148.4

計 6,456,727 6,456,727 5,951,766 108.5
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４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度(見込み) 平成22年度(見込み) 平成21年度(平均)

① 生活保護費 被保護世帯数 2,918世帯 被保護世帯数2,898世帯 被保護世帯数3,241世帯
被保護者数 3,933人 被保護者数 3,906人 被保護者数 4,490人
保護率 21.94‰ 保護率 21.79‰ 保護率 18.00‰

② 施設事務費 延人員 36人 延人員 36人 延人員 24人

③ 住所不定者分生活保護 延人員 2,308人 延人員 2,236人 延人員 2,139人
費

（参考）
県全体の状況 （平成21年度分）
被保護世帯数 20,621世帯（月平均値）
被保護者数 28,670人（月平均値）
保護率 16.75‰（月平均値）
生活保護費 46,794,031千円(中核市を含む)

５ その他参考事項
生活保護は，生活扶助，住宅扶助，教育扶助，介護扶助，医療扶助，出産扶助，生業扶助及び葬祭扶助

の８つの種類がある。
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事業名 生活保護適正実施推進事業 （所管：社会福祉課 生活保護班）

継続（①平成１０年度，②～⑦昭和６１年度，⑧，⑨昭和２５年度，⑩平成９年度，
⑪昭和２５年度，⑫，⑭平成２２年度，⑬平成２１年度）

１ 目 的
生活保護の適正実施を図るため，要保護者等の実態調査や職員に対する研修の実施，嘱託医設置による

ケースワーカーへの助言指導等を実施する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 被保護世帯調査費 県 地域振興局等における被保護者の実態把握と 県10／10
自立助長のための訪問調査を円滑に行う。

② 扶養義務者実態調査及び 県 扶養義務者の実態を調査するとともに，扶養 国10／10
扶養指導推進事業 義務の履行を指導し，もって被保護世帯の自立

を助長する。

③ 資産の実態把握及び活用 県 被保護世帯の資産の保有状況を的確に把握 国10／10
促進対策事業 し，これの効果的活用を図ることにより自立助

長を推進する。

④ 関係機関連絡会議 県 暴力団員等の援助困難ケースに対する対応方 国10／10
法について研究協議し，もって生活保護法の適
正な運営実施を推進する会議を開催する。

⑤ 精神障害者等退院促進事 県 継続入院６ケ月を経過した患者に対し，主治
業 医を訪問して，患者及び家族の指導上必要な事

項について意見を聞くとともに，退院可能な者 国10／10
の退院，地域移行等必要な措置を講じることに
より自立の促進を図る。

⑥ 職員研修（本庁関係） 県 地域振興局等職員に対し，職員の資質向上を
図るため，研修を実施する。

国10／10
⑦ 職員研修（出先関係） 県 厚生労働省主催の中央研修や県外の先進事務

所を実地研修するなどし，資質の向上と生活保
護の適正運営に努める。 国10／10
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⑧ 扶助費審査事務費 県  医療費の審査及び支払事務を基金に委託し 県10／10
ており，その審査支払のための事務費を毎月 審査支払手
支払う。 数料，要介
 本庁及び出先で行う診療報酬明細書の審査 護認定審査
で特殊技術を持った賃金職員を雇用する。 判定委託料
 介護報酬の審査及び支払事務を国保連に委
託しており，その審査支払のための事務費を 国10／10
毎月支払う。 上記を除く
 要介護認定審査事務及び訪問調査を広域組
合等に委託しており，その認定審査事務費等
を委託料として支払う。

⑨ 嘱託医設置費 県 各地域振興局等に一般と精神の２名の嘱託医 本庁分
を設置し，医療要否意見書の審査，ケースワー 国1／2
カーへの助言指導と患者訪問を実施する。 県1／2

出先分
県10／10

⑩ 事務処理効率化推進事業 県 生活保護の効率化を目的に開発した生活保護 県10／10
システムの運用・維持管理を行う。

⑪ 指導監督等事業 県 県・市福祉事務所等に対する「特別監査」や一 国10／10
般監査後の「確認監査」を行う。 国1／2

県1／2
(確認監査)

⑫ 事務処理システム整備事 県 生活保護システムの運用機器及びソフトウエ 国10／10
業 アの更新を行うとともに，これに併せて，国が

構築する「生活保護業務データベース」及び「
生活保護版レセプト情報管理システム」と連携
に対応する追加機能を行う。

⑬ 住宅手当緊急特別措置事 県・市町 離職者で住宅を喪失している者等に対し，住 国10／10
業 宅手当を支給し，住宅及び就労機会の確保に向

けた支援を行う。

⑭ 就労支援事業 県・市 稼働能力のある被保護者に対し支援を行い， 国10／10
経済的自立を助長するため県・市の福祉事務所
等に就労支援員を設置する。
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 被保護世帯調査費 16,747 16,747 13,831 121.1

② 扶養義務者実態調査及び 330 330 3,007 11.0
扶養指導推進事業

③ 資産の実態把握及び活用 909 909 3,153 28.8
促進対策事業

④ 関係機関連絡会議 2,125 2,125 4,025 52.8

⑤ 精神障害者等退院促進事 1,167 1,167 1,189 98.1
業

⑥ 職員研修（本庁関係） 5,773 5,773 5,773 100.0

⑦ 職員研修（出先関係） 4,900 4,900 4,900 100.0

⑧ 扶助費審査事務費 30,320 30,320 29,721 102.0

⑨ 嘱託医設置費 8,773 8,773 9,468 92.7

⑩ 事務処理効率化推進事業 7,327 7,327 7,327 100.0

⑪ 指導監督等事業 837 837 833 100.5

⑫ 事務処理システム整備事 0 0 42,888 0.0 単年度事業
業

⑬ 住宅手当緊急特別措置事 96,076 96,076 82,518 116.4
業

⑭ 就労支援事業 42,279 42,279 29,442 143.6

計 217,563 217,563 238,075 91.4

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 被保護世帯調査費 ケースワーカー等によ ケースワーカー等に ケースワーカー等によ
る被保護者の訪問調査を よる被保護者の訪問調 る被保護者の訪問調査を
実施 査を実施 実施
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事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

② 扶養義務者実態調査及 扶養義務者の実態を把 扶養義務者の実態を 扶養義務者の実態を把
び扶養指導推進事業 握するためケースワーカ 把握するためケースワ 握するためケースワーカ

ー等による訪問調査を実 ーカー等による訪問調 ー等による訪問調査を実
施 査を実施 施

③ 資産の実態把握及び活 被保護者の資産保有の 被保護者の資産保有 被保護者の資産保有の
用促進対策事業 状況を把握するため関係 の状況を把握するため 状況を把握するため関係

先調査等を実施 関係先調査等を実施 先調査等を実施

④ 関係機関連絡会議 ・ 暴力団等処遇困難 ・ 暴力団等処遇困難 ・ 暴力団等処遇困難
ケース対策会議 ケース対策会議 ケース対策会議

・ ハローワークとの ・ ハローワークとの連
連絡会議 絡会議

⑤ 精神障害者等退院促進 精神障害者等の社会的 精神障害者等の社会 精神障害者等の社会的
事業 入院患者の退院，地域移 的入院患者の退院，地 入院患者の退院，地域移

行を推進 域移行を推進 行を推進

⑥ 職員研修（本庁関係） ・ 法律問題等研修 ・ 法律問題等研修 ・ 法律問題等研修
・ 医療扶助事務担当者 ・ 医療扶助事務担当 ・ 医療扶助事務担当者
研修 者研修 研修

⑦ 職員研修（出先関係） ・ 適正化モデル事務所 ・ 適正化モデル事務 ・ 適正化モデル事務所
実地研修 所実地研修 実地研修

・ 生活保護現業研修 ・ 生活保護現業員修 ・ 生活保護現業研修
⑧ 扶助費審査事務費 ・ 医療費審査 ・ 医療費審査 ・ 医療費審査

244,884件 231,271件 219,818件
・ 介護費審査 ・ 介護費審査 ・ 介護費審査

48,227件(見込み) 49,697件(見込み) 46,040件

⑨ 嘱託医設置費 ・ 精神 11名 ・ 精神 11名 ・ 精神 12名
・ 一般 11名 ・ 一般 11名 ・ 一般 12名

⑩ 事務処理効率化推進事 生活保護システムの運 生活保護システムの 生活保護システムの運
業 用維持管理 運用維持管理 用維持管理

⑪ 指導監督等事業 ・ 確認監査 15 ・ 確認監査 13 ・ 確認監査 31
・ 特別監査 2 ・ 特別監査 2 ・ 特別監査 2

⑫ 事務処理システム整備 － － －
事業

⑬ 住宅手当緊急特別措置 離職者に住宅手当を支 離職者に住宅手当を ・担当者説明会の開催
事業 給等。１７市町へは補助 支給等。１８市町へは ・パンフレットの作成

金として交付。 補助金として交付。 ・新聞での広報

⑭ 就労支援事業 就労支援員の設置 就労支援員の設置 －
県 ４名 県 ４名
市 １５名 市 １０名

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
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事業名 緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業 （所管：社会福祉課 生活保護班）

継続(平成21年度)

１ 目 的
住宅手当緊急特別措置事業の拡充や生活保護受給者及び住宅手当受給者の就労支援のための就労支援員の

増員等の事業に取り組み，離職等により住宅を失った生活困窮者等の総合的な生活・就労の支援を図るため，
「鹿児島県緊急雇用創出事業臨時特例基金」に積み増した所要額を運用する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

緊急雇用創出事業臨時特例基 県 緊急雇用創出事業臨時特例交付金（住まい対 特定 10/10
金造成事業事業 策拡充等支援事業分）により県に造成された基

金の管理，運用，取り崩し等に係る事業。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
緊急雇用創出事業臨時特例基 千円 千円 千円 ％
金造成事業事業 3,743 3,743 － 皆増

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

緊急雇用創出事業臨時特例基 ・積立金（運用利息） ・緊急雇用創出事業臨
金造成事業事業 時特例交付金（積み増

3,743千円 し分）
999,605千円

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
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第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
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事業名 生活福祉資金貸付補助事業 （所管：社会福祉課 地域福祉係）

継続（①生活福祉資金貸付事務費補助：昭和30年度，②生活福祉資金貸付事務費（市町村社
協人件費）補助（平成22年度），③離職者支援資金利子助成補助：平成21年度）

１ 目 的
低所得世帯，高齢者世帯，障害者世帯に対し，資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより，その世帯

の経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 生活福祉資金貸付事務 県社会福祉 生活福祉資金貸付に伴う社会福祉協議会の事務 国 1/2
費補助 協議会 費等に対する補助 県 1/2

② 生活福祉資金貸付事務 県社会福祉 生活福祉資金の相談支援体制の充実を図るた 国 10/10
費（市町村社協人件費） 協議会 め，市町村社協に配置する相談員の人件費に対す
補助 る補助

③ 離職者支援資金利子助 市町村 平成20年12月の県緊急雇用対策に基づき，離職 県 10/10
成補助 者支援資金利子助成事業を実施する市町村に対す

る補助

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 生活福祉資金貸付事務 24,009 24,009 24,235 99.1
費補助

② 生活福祉資金貸付事務 56,050 56,050 33,630 166.7 緊急雇用創出
費（市町村社協人件費） 事業臨時特例
補助（新規） 基金事業

③ 離職者支援資金利子助 64 43 8 537.5 21年度3月補
成補助 正より

合 計 80,123 80,102 57,873 138.4
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４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 生活福祉資金貸付事務 生活福祉資金の貸付， 貸付決定件数 件 貸付決定件数 332件
費補助 償還指導等を行う。 貸付決定金額 千円 貸付決定金額109,256千円

② 生活福祉資金貸付事務 生活福祉資金の相談支 － －
費（市町村社協人件費） 援業務を専門的に行う。
補助（新規）

③ 離職者支援資金利子助 利子助成件数 7件 利子助成件数 3件 利子助成件数 1件
成補助
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事業名 地域生活定着支援センター運営事業 （所管：社会福祉課 地域福祉係）

継続（平成22年度）

１ 目 的
高齢又は障害のある福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者に対し，必要となる福祉サービスの検討や

関係機関との調整を行い，地域生活への円滑な移行を支援する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

地域生活定着支援センター 県 地域生活定着支援センターの設置・運営 国10/10
運営事業 （民間団体への委託）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

地域生活定着支援センター 17,000 17,000 12,750 133.3
運営事業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

地域生活定着支援センター ○センターの設置・運営 ○ 委託先
運営事業 ○業務の内容 社団法人鹿児島県社会 －

・コーディネート業務 福祉士会
・フォローアップ業務 ○ 運営開始日
・相談支援業務 平成22年８月２日

○ 業務実績
・コーディネート業務

処理件数 件
・フォローアップ業務

処理件数 件
・相談支援業務

処理件数 件
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事業名 ホームレス実態全国調査事業 （所管：社会福祉課 地域福祉係）

継続（平成２２年度)

１ 目 的
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)及びホームレスの自立の支援等に

関する基本方針(平成20年7月厚生労働省・国土交通省告示第１号)に基づき実施される施策の効果を継続的
に把握する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

都道府県が定めた調査日(期間)において，市 国 10/10
ホームレス実態全国調査事業 市町村 町村内のホームレス数を調査し，都道府県を通

じて国へ報告する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％
ホームレス実態全国調査事業 168 168 168 100.0

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

ホームレス実態全国調査 鹿児島市が委託による 鹿児島市が委託による
事業 調査を実施予定 調査を実施

ホームレス数
鹿児島市 28人 －
鹿児島市以外の
市町村 11人
県合計 39人

※鹿児島市以外の市町村については，各市町村職員が調査を実施。

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
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事業名 戦没者追悼事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和27年度）

１ 目 的
先の大戦（日華事変及び太平洋戦争）における戦没者は，軍人軍属のほか準軍属（動員学徒，被徴用者

等）を含めると全国では約２３０万人，本県でも約７万３千人の多数に及んでいる。
戦後の復興，再建により，今日の平和と繁栄がもたらされたが，この陰には多くの尊い犠牲があったこと

を銘記し，戦没者に対し追悼の誠を捧げるとともに，遺族を慰藉し，併せて永世の平和を祈念するため，追
悼慰霊の行事を実施し，参列遺族等に対する助成を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負 担 区 分

① 沖縄戦没者追悼式 県 沖縄及び沖縄近海において戦没した本県出身 県 10/10
者の御霊を弔うため，沖縄県摩文仁の丘の「安
らかに」碑前において県主催の追悼式を行う。

② 太平洋戦争戦没無名 県 太平洋戦争における本県出身と思われる無名 県 10/10
戦士追悼式 戦没者の御霊を弔うため，鹿児島市にある「太

平洋戦争戦士之墓」前において県主催の追悼式
を行う。

③ 県戦没者追悼式 県 戊辰の役以降の本県出身戦没者及び一般戦災 県 10/10
者の御霊を弔うため，県総合体育センター体育
館で県主催の追悼式を行う。

④ 全国戦没者追悼式 県 毎年８月15日に日本武道館で行われる全国戦 県 10/10
没者追悼式に参列する遺族代表に旅費助成を行
う。

⑤ 戦没者慰霊祭等事務 県 市町村等主催の慰霊祭，追悼式に県として弔 県 10/10
慰を表すために，供花，祭電等を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 沖縄戦没者追悼式 1,049 1,049 1,049 100.0

② 太平洋戦争戦没無名 104 104 104 100.0
戦士追悼式

③ 県戦没者追悼式 1,262 1,262 1,262 100.0

④ 全国戦没者追悼式 595 595 595 100.0

⑤ 戦没者慰霊祭等事務 143 143 143 100.0

計 3,153 3,153 3,153 100.0
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４ ２３年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度(見込み) 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

① 沖縄戦没者追悼式 参列者数 24名 参列者数 25名 参列者数 26名

② 太平洋戦争戦没無名 参列者数 15名 参列者数 10名 参列者数 11名
戦士追悼式

③ 県戦没者追悼式 参列者数 1,500名 参列者数 1,380名 参列者数 1,342名

④ 全国戦没者追悼式 参列者数 61名 参列者数 57名 参列者数 54名

⑤ 戦没者慰霊祭等事務 追悼のことば １件， 追悼のことば １件 追悼のことば １件
供花9件，祭電14件， 供花 9件，祭電 14件 供花 8件，祭電 13件
献花1件 献花 1件 献花 1件

メッセージ1件
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事業名 軍歴関係事業 （所管：社会福祉課 恩給係）

継続（昭和60年度）

１ 目 的
本県は，終戦当時連隊区司令部において軍人の履歴書である兵籍・戦時名簿等を焼失し，また，戦災を受
けた市町村が多く軍歴に係る公的資料・個人資料が乏しいため，専門の非常勤職員（援護業務相談員）を配
置することにより，軍人恩給受給等に係る究明困難な事案の早期解決と相談業務の円滑化を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

軍歴関係事業 県 １ 旧軍人等の履歴究明調査 県 10/10

２ 旧軍人等に係る移動援護相談

３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

軍歴関係事業 2,106 2,106 2,089 100.8

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22年度 平成21年度

軍歴関係事業 履歴調査 履歴調査 １５７件 履歴調査 ２３６件
移動援護相談 １８件

移動援護相談 県内１１箇所 移動援護相談 １０件
県内１１箇所
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事業名 旧軍関係恩給進達事業 （所管：社会福祉課 恩給係）

継続（恩給進達事務(昭和28年)）

１ 目 的
旧軍人，軍属等に係る各種恩給請求手続の指導及び進達等,並びに平和祈念事業特別基金の委託調査事務

に係る経歴等の確認調査を実施する。
２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 恩給進達事務 県 旧軍人軍属の各種恩給請求手続きの指導，履歴 国 10/10
の究明，進達等を行う。

② 平和祈念事業特別基金 県 平和記念事業特別基金からの委託に基づき，基 平和祈念事業
委託調査事務 金から調査依頼のある戦後強制抑留者について， 特別基金

県が保管している身上申告書等の資料を基に各人 10/10
の経歴等を確認する。

３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 恩給進達事務 637 637 601 106.0

② 平和祈念事業特別基金 132 132 - 皆増
委託調査事務

計 769 769 601 128.0

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成23年度 平成22年度 平成21年度

① 恩給進達事務 進達件数 進達件数
普通恩給（扶助料 恩給関係進達 3 件 0 件
加算改定(普恩，普扶) 〃 0 件 0 件
一時恩給（扶助料 〃 16 件 21 件
一時金（遺族） 〃 1 件 0 件
公務(特例)扶助料 〃 0 件 0 件
公務扶助料加算改 〃 0 件 0 件
傷病恩給 〃 1 件 0 件
軍歴証明 軍歴証明の交付 136 件 146 件

② 平和祈念事業特別基 基金からの委託調査 - 件 67 件
金委託調査事務

５ その他参考事項
（１）平成22年度の恩給等の最低保障額 (平成22年10月1日現在）

ア 普 通 恩 給 長期在職者 1,132,700円
短期在職者 実在職年９年以上 849,500円

実在職年６年以上９年未満 679,600円
実在職年６年未満 568,400円

イ 普通扶助料 長期在職者 792,000円
短期在職者 実在職年９年以上 594,000円

実在職年６年以上９年未満 475,200円
実在職年６年未満 404,800円

ウ 公務扶助料 1,814,000円
エ 特例扶助料 1,420,700円
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事業名 旧軍人軍属遺族等援護事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和27年度）
１ 目 的

旧軍人軍属等の公務上の死亡及び疾病に関し，国家補償及び人道的精神に基づき，障害年金，遺族年金等
及び特別弔慰金，戦没者等の妻に対する特別給付金，戦没者の父母等に対する特別給付金を支給して戦没者
の遺族等を援護する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 遺族援護事務 県 援護法に基づく各請求書の受付，調査，進達， 国 10/10
遺族相談員業務
県遺族会に対する補助 県 10/10

② 特別弔慰金事務 県 戦没者の遺族等に対する特別弔慰金支給法に基 国 10/10
づく請求書の受付，裁定

③ 戦没妻特別給付金事務 県 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づ 国 10/10
く請求書の受付，裁定

④ 戦没父母特別給付金事 県 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基 国 10/10
務 づく請求書の受付，裁定

⑤ 叙位叙勲事務 県 叙勲該当者の調査,遺族追跡調査,勲章等の伝達 国 10/10

３ 予 算
県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％
① 遺族援護事務 2,927 2,927 2,933 99.8

② 特別弔慰金事務 6,520 6,520 8,874 73.5

③ 戦没妻特別給付金事務 869 869 860 101.0

④ 戦没父母特別給付金事務 341 341 337 101.2

⑤ 叙位叙勲事務 46 46 46 100.0

計 10,703 10,703 13,050 82.0
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４ ２３年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平成22年度 平 成 21 年 度

① 遺族援護事務 遺族年金等請求書等の 遺族年金等請求書等の 遺族年金等請求書等の
進達 進達状況 進達状況
遺族年金 遺族年金 3件 遺族年金 5件
遺族給与金 遺族給与金 3件 遺族給与金 3件
弔慰金 弔慰金 1件 弔慰金 5件
障害年金 障害年金 0件 障害年金 2件
遺族年金額改定 遺族年金額改定 0件 遺族年金額改定 2件
遺族一時金 遺族一時金 0件 遺族一時金 1件

② 特別弔慰金事務 特別弔慰金請求書の 処理件数 372件 処理件数 936件
受付，裁定

③ 戦没妻特別給付金事務 戦没妻特別給付金請求 処理件数 10件 処理件数 9件
書の受付，裁定

④ 戦没父母特別給付金事 戦没父母特別給付金請 処理件数 0件 処理件数 0件
務 求書の受付，裁定

⑤ 叙位叙勲事務 叙勲該当者の調査 処理件数 0件 処理件数 0件

５ その他参考事項
（1） 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

国が戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表すため，戦没者の遺族であって，同一の戦没者に関し
遺族年金，公務扶助料等の支給を受ける者がいなくなった場合に，特別弔慰金を支給する。

（2） 戦没者等の妻に対する特別給付金
先の大戦における戦没者の妻が，終戦に伴い特別の事情のもとに置かれたことを配慮し特別の慰藉を行

うため，基準日において公務扶助料等の受給権を有する妻に対し特別給付金を支給する。

（3） 戦没者の父母等に対する特別給付金
先の大戦における戦没者の死亡によりすべての子を失い，そのため子孫が絶えたことによる精神的痛苦

を慰藉するため，基準日において公務扶助料等の受給権を有する父母等に対し特別給付金を支給する。
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事業名 戦傷病者特別援護事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和38年度）

１ 目 的
旧軍人軍属等の公務上の傷病に関し，国家補償の精神に基づき療養給付，補装具支給等の援護を行う。
また，戦傷病者の妻が，戦後久しきにわたり戦傷病者の日常生活の介助，看護，家庭の維持等のために払
ってきた特別な精神的痛苦を慰藉する目的で特別給付金を支給する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 戦傷病者援護事務 県 療養給付，補装具支給，ＪＲ券引換証交付， 国 10/10
戦傷病者手帳交付，戦傷病者相談員業務
県傷痍軍人会に対する補助 県 10/10

② 戦傷病者等の妻援護事務 県 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に 国 10/10
基づく請求書の受付，裁定

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 戦傷病者援護事務 1,671 1,671 1,673 99.9

② 戦傷病者等の妻援護事務 710 710 701 101.3

計 2,381 2,381 2,374 100.3

４ ２３年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平成22年度 平 成 21 年 度

① 戦傷病者援護事務 戦傷病者手帳の交付 戦傷病者手帳 戦傷病者手帳
交付 1件,返還 53件 交付 0件,返還 291件

療養給付(入院，通院) 療養給付 療養給付
入院 2名,通院 11名 入院 3名,通院 13名

補装具の交付,修理 補装具 補装具
交付 4件,修理 3件 交付 9件,修理 0件

葬祭費の支給 葬祭費の支給 1件 葬祭費の支給 0件
JR乗車券引換証の交付 JR乗車券引換証 235件 JR乗車券引換証 275件

② 戦傷病者等の妻援護 戦傷病者等の妻給付金請 処理件数 1件 処理件数 163件
事務 求書の受付，裁定
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事業名 戦時名簿検索システム整備事業 （所管：社会福祉課 恩給係）

継続（平成２１年度）

１ 目 的
県に保管されている｢軍人軍属履歴通報｣は紙媒体であることから，業務に係る資料検索が手作業であり，
各種調査に時間を要している。
よって，当該資料のデータをパソコンに入力し，電子化・データベース化することにより，事務の効率化

を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

戦時名簿検索システム 県 紙媒体である「軍人軍属履歴通報」をパソコン 国 10/10
整備事業 で手入力し，既存の戦時名簿検索システムのデー ＜緊急雇用

タに組み入れ，パソコン上で容易に検索・表示・ 創出事業臨
印刷できるよう，データベース化する。 時特例基金

事業＞

３ 予 算 ※緊急雇用創出事業を活用

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
戦時名簿検索システム 千円 千円 千円 ％

整備事業 2,096 2,096 3,720 56.3

４ 23年度の実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

戦時名簿検索システム 「軍人軍属履歴通報」デ 戦時名簿データベース化 戦時名簿データベース化
整備事業 ータ入力 39千件 60千件 60千件
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事業名 中国帰国者等援護事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和28年度）

１ 目 的
いまだに本邦に帰還していない旧軍人軍属及び一般邦人の長期生死不明者の戸籍処理（戦時死亡宣告等）
を留守家族の意向を確認した上で行う。
また，中国帰国者等に対しては，一日も早く日本の社会生活に順応できるよう各種援護施策による支援を

行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 未帰還者等調査事務 県 未帰還者の戦時死亡宣告事務等 国 10/10

② 引揚者定住化援護事務 県 中国帰国者等に対する身元引受人のあっせ 国 10/10
ん，支援・相談員の派遣，スクーリング事業

見舞金の支給 県 10/10

３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 未帰還者等調査事務 124 124 120 103.3

② 引揚者定住化援護事務 4,223 4,223 4,237 99.7

計 4,347 4,347 4,357 99.8

４ ２３年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平成22年度 平 成 21 年 度

① 未帰還者等調査事務 未帰還者の留守家族調査 未帰還者の留守家族調査 未帰還者の留守家族調査
4件 4件

戦時死亡宣告申立，確定 戦時死亡宣告申立 1件 戦時死亡宣告申立 4件
戦時死亡宣告確定 3件 戦時死亡宣告確定 1件

遺骨帰還 遺骨伝達 1件 遺骨伝達 1件

② 引揚者定住化援護事 永住帰国者に係る身元引
務 受

ｽｸｰﾘﾝｸﾞ事業 ｽｸｰﾘﾝｸﾞ事業 3名, 18回 ｽｸｰﾘﾝｸﾞ事業 2名, 11回
支援給付事務監査 支援給付事務監査 支援給付事務監査

実地監査 4 実地監査 2
書面監査 6 書面監査 7

見舞金の支給 見舞金の支給 見舞金の支給
一時帰国 本人０名,同伴０名 一時帰国 本人2名,同伴1名

支援・相談員配置 支援・相談員配置 2名 支援・相談員配置 2名

窓口相談 窓口相談 150件 窓口相談 150件
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５ その他参考事項
(1) 未帰還者の調査究明，消息調査

死亡事実判明時の死亡認定，死亡公報及び留守家族等に葬祭料等を支給する。

(2) 中国帰国者等に対する援護
中国帰国者等に対しては，平成６年に「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律」が施行され，中国残留邦人等の自立・支援のための各種施策を実施してきたが，老後の
生活の安定，地域での生き生きとした暮らしを実現するため，法律の一部が改正され，平成２０年４月１
日から「老齢基礎年金の満額支給」，「生活支援給付」，「地域社会における生活支援等」の支援策を実
施している。

［援護の内容］
帰国旅費の支給，自立支度金の支給，中国帰国者定着促進センターへの入所（帰国後６ヶ月間），身元

引受人のあっせん（定着後３年間），支援給付の実施，支援・相談員の県・市福祉事務所への配置，中国
帰国者定着促進センターによる日本語遠隔学習に伴うスクリーングの計画，講師派遣等
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事業名 児童扶養手当給付事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和36年度）

１ 目 的
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し，児童の福祉の増進を図るため，児童扶養手当を支給する。

（父子家庭については，平成２２年８月分から支給する。）

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

児童扶養手当給付事業 県 父又は母と生計を同一にしていないか，父又 国 1/3
は母が重度の障害の状態にある児童（１８歳に 県 2/3
到達する年度末までの者，ただし，重度の障害
の状態にある場合は２０歳未満）を監護又は養
育する者に手当を支給する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

児童扶養手当給付事業 1,190,537 1,190,537 1,109,709 107.3

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22年 度 平 成 21 年 度

児童扶養手当給付事業 支給者数 －人 支給者数 1,940人 支給者数 2,572人
児 童 数 －人 児 童 数 3,492人 児 童 数 4,192人
支給見込額 1,190,537千円 支 給 額 1,036,928千円 支 給 額 1,232,880千円

（＊支給者数は年度末時点，22年度は見込み）
（参考）
県全体の状況（平成21年度分）
児童扶養手当：支給者数 17,698人 児童数 28,162人 支給額 8,390,607千円

５ その他参考事項
支給額（平成22年4月現在）

児 童 数 全 部 支 給 一 部 支 給

１ 人 の 場 合 41,550円 41,540 ～ 9,810円

２ 人 の 場 合 46,550円 41,540 ～ 14,810円

３ 人 の 場 合 3,000 円加算 3,000 円加算

※ 一部支給については，所得に応じて１０円刻みで変動する。
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事業名 特別児童扶養手当支給事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和39年度）

１ 目 的
精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給することにより福祉の増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

特別児童扶養手当支給事業 国 精神又は身体に障害の状態にある２０歳未満 国 10/10
の者を監護している者に支給する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

特別児童扶養手当支給事業 － － － － 全額国庫で国の直接払
いのため,県での予算
計上はない｡

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

特別児童扶養手当支給事業 支給者数 －人 支給者数 2,567人 支給者数 2,534人

（＊支給者数は年度末時点で22年度は見込み）

５ その他参考事項
支給額（平成23年４月現在）
障害程度１級 １人につき 月額 50,550 円
障害程度２級 １人につき 月額 33,670 円
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事業名 母子寡婦福祉資金貸付事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和28年度)

１ 目 的
配偶者のない女子で，２０歳未満の児童を扶養してる者又は寡婦及び４０歳以上の配偶者のない女子に対
し，その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り，あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため，
必要な資金の貸付を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

母子寡婦福祉資金貸付事業 県 貸付金の種類 国 2/3
事業開始 事業継続 修 学 県 1/3
技能習得 修 業 就職支度
医療介護 生 活 住 宅
転 宅 就学支度 結 婚

３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

母子寡婦福祉資金貸付事業 338,009 338,009 210,465 160.6

４ 23年度実施計画及び事業実績
貸 付 状 況 （単位：件，千円）

平成23年度計画 平成22年度計画 平成21年度実績資 金 名 金 額 金 額 件数 金額
事 業 開 始 244 － 1 730
事 業 継 続 302 － 1 904
修 学 131,509 129,375 164 91,783
技 能 習 得 1,525 3,218 9 4,200
修 業 946 518 4 1,568
就 職 支 度 366 108 5 1,014
医 療 介 護 － － 1 54
生 活 1,675 5,695 9 4,452
住 宅 － 210 － －
転 宅 911 241 3 749
就 学 支 度 22,197 17,478 77 25,680
結 婚 － － － －

計 159,675 156,843 274 131,134

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 母子自立支援員等設置費 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和30年度)

１ 目 的
母子自立支援員を設置し，配偶者のない女子で現に児童を扶養している者及び寡婦（以下「母子家庭等」

という。）に対し，相談に応じ，その自立に必要な情報提供及び指導を行うほか，職業能力の向上及び求職
活動に関する支援を行う等，母子家庭等の自立の促進や福祉の増進に努める。

２ 内 容

事 業 区 分 事 業 主 体 事 業 内 容 負担区分

母子自立支援員等設置費 各地域振興局等に母子自立支援員を設置す
る。

権 限 移 譲 交 付 金 市町村が事務処理体制を事前に準備するた
県 め必要な経費及び移譲後の事務処理に要する 県 10/10

経費に充てる。
九州 地 区 母 子 自 立 支 援 員 等 研 修 会 事 業 母子自立支援員の資質向上並びに相談業務

の積極的な推進を図るとともに母子家庭等へ
の効果的な支援のあり方を学ばせる。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

母子自立支援員等設置費 33,543 33,543 33,398 100.4
権 限 移 譲 交 付 金 917 917 887 103.4
九 州 地 区 母 子 自 立 支 援 員 等 研 修 会 事 業 410 410 － －

計 34,870 34,870 34,285 101.7

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

母子自立支援員等設置費 定数15人(常勤1，非常勤14) 定数15人(常勤1，非常勤14) 定数15人(常勤1，非常勤14)
権 限 移 譲 交 付 金 全市町村（鹿児島市を除く） 全市町村（鹿児島市を除く） 全市町村（鹿児島市を除く））
九 州 地 区 母 子 自 立 支 援 員 等 研 修 会 事 業 日時：H23.10.14（金）

場所：県青少年会館 － －
対象：九州各県等の母子自立支援員等
人員：120名

（参考）
県全体の状況（平成22年度）
母子自立支援員 24人（県15人，鹿児島市6人，鹿屋市1人，出水市2人）

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 母子家庭等就労支援対策事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（平成15年度）
１ 目 的

母子家庭の母等の就業をより効果的に促進するため，個々の家庭状況，職業適性，就業経験等に応じた就
業相談の実施，就業に結びつきやすい就業支援講習会の実施，ハローワークと連携した就業情報の提供など
一貫した就業支援サービスを提供するとともに，生活の安定と児童の福祉の増進を図るため，養育費の取り
決め等専門家による相談体制の整備などを総合的に行う。
また，母子家庭の母の就業を促進するため，個々の母子家庭の母の主体的な能力開発の取組への支援や，

母子家庭の母の就職に有利となる資格取得に対して生活費の一部支援を行い，母子家庭の母の自立促進を図
る。
さらに，ひとり親家庭等の就業・自立支援のため，家庭と仕事の両立を図りやすい働き方である在宅就業

について，業務の開拓，仕事の品質管理，従業者の能力開発，相談指導等を一体的に取り組む。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 母子家庭等就業・自立支 県 ・就業等相談事業 国 1/2
援センタ－事業 就業相談員の配置等 県 1/2

・就業支援講習会
パソコン等の講習会

・託児サ－ビス
講習会の際の託児サ－ビス

２ 母子家庭自立支援給付金 県 ・自立支援教育訓練給付金 国 3/4
事業 市及び福祉 職業能力開発のための受講料の一部支給 県 1/4

事務所を設 ・高等技能訓練促進費
置する町村 資格取得期間中の生活費の一部支給

・一時金
入学金の負担を考慮した一時金を終了後支

給

３ ひとり親家庭等在宅就業 県 ・ひとり親家庭等在宅就業支援事業 県 10/10
支援事業 （基金）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％
１ 母子家庭等就業・自立支 7,360 7,360 7,570 97.2
援センタ－事業

２ 母子家庭自立支援給付金事 140,608 140,608 143,046 98.3
業

３ ひとり親家庭等在宅就業支 151,903 151,903 152,174 99.8
援事業

計 299,871 299,871 302,790 99.0

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成23 年 度 平 成 22年 度（見込） 平 成 21 年 度

１ 母子家庭等就業・自立 特別相談 特別相談 24回 特別相談 24回
支援センタ－事業 就業相談員 就業相談員 １人 就業相談員 １人

就業支援講習会 就業支援講習会 ４会場 就業支援講習会 ４会場
託児サ－ビス 託児サ－ビス ３会場 託児サ－ビス ３会場

２ 母子家庭自立支援給付  県実施  県実施  県実施
金事業 ・自立支援教育訓練 ・自立支援教育訓練 ・自立支援教育訓練

給付金 給付金 給付金
・高等技能訓練促進 2件 26千円 1件 26千円
費 ・高等技能訓練促進 ・高等技能訓練促進

・一時金 費 費
6件 9,360千円 8件 10,987千円
・一時金 ・一時金

1件 50千円
 市及び福祉事務所  市及び福祉事務所  市及び福祉事務所
を設置する町村実施 を設置する町村実施 を設置する町村実施
・高等技能訓練促進 ・高等技能訓練促進 ・高等技能訓練促進
費 費 費

138件 52件
195,789千円 58,750千円

３ ひとり親家庭等在宅就 実施予定 ２ヶ所 － －
業支援事業
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事業名 母子家庭等日常生活支援事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和52年度)

１ 目 的
母子家庭の母等が修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的な事由により，一時的に生活援助，保

育サービスが必要な場合又は生活環境等が激変し日常生活を営むのに支障が生じている場合に，家庭生活支
援員を派遣し必要な援助，保育等を行い，もってその福祉の増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

母子家庭等日常生活支援事 県 母子家庭の母等が修学等の自立促進に必要な 国 1/2
業 事由や疾病等の社会的な事由により，一時的に 県 1/2

生活援助，保育サービスが必要な場合又は生活
環境等が激変し日常生活を営むのに支障が生じ
ている場合に，家庭生活支援員を派遣し必要な
援助，保育等を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

母子家庭等日常生活支援事業 882 882 1,012 87.2

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平成22年度（見込） 平 成 21年 度

母子家庭等日常生活支援 子育て支援 子育て支援 子育て支援
事業 4件 96時間 8件 218時間

生活援助 生活援助 生活援助
29件 270時間 37件 500時間

計 計
33件 366時間 45件 718時間

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 母子・寡婦・父子たすけあい資金貸付事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和40年度)

１ 目 的
母子家庭・父子家庭及び寡婦が一時的に必要とする小口資金について貸付を行い，もってその福利厚生を

図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

母子・寡婦・父子たすけあ 鹿児島県母 生活資金・結婚資金・高校大学入学資金・自 県 10/10
い資金貸付事業 子寡婦福祉 動車運転免許取得資金等の貸付け

連合会 ・貸 付 額：４万～10万円 原資貸付
・償還期限：８～10か月
・無担保，無保証，無利子

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

母子・寡婦・父子たすけあ 10,000 10,000 10,000 100.0
い資金貸付事業

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平成22年度（見込） 平 成 21 年 度

母子・寡婦・父子たすけ 貸付原資 貸付実績 貸付実績
あい資金貸付事業 10,000千円 100件 6,000千円 68件 3,120千円
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事業名 鹿児島県母子寡婦福祉連合会運営費補助事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和30年度)

１ 目 的
県下の母子会を統括指導する鹿児島県母子寡婦福祉連合会の運営に対し補助金を交付し，母子家庭及び母
子福祉団体の育成強化を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 母子福祉センター運営費 県 人件費・事務費等の補助 県 10/10

２ 母子対策事業 母と子の地区交歓研修の開催

３ 母子・寡婦・父子対策事 運動会・地区別研修の開催
業

４ 九州地区母子寡婦福祉研 九州地区母子寡婦福祉研修大会運営費補助
修大会運営費補助事業

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

１ 母子福祉センター運営費 3,513 3,513 3,513 100.0

２ 母子対策事業 2,931 2,931 2,931 100.0

３ 母子・寡婦・父子対策事 2,417 2,417 2,417 100.0
業

４ 九州地区母子寡婦福祉研 1,000 1,000 － 皆増
修大会運営費補助事業

計 9,861 9,861 8,861 111.3

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23年 度 平成22年度（見込） 平 成 21 年 度

１ 母子福祉センター運営 人件費，管理費 人件費，管理費 人件費，管理費
費 3,513千円 3,513千円

２ 母子対策事業 母と子の交歓研修 母と子の交歓研修 母と子の交歓研修
県下各地区 県下各地区 950人 県下各地区 973人

３ 母子・寡婦・父子対策 ・運動会 ・運動会 ・運動会
事業 3地区 1,600人 9地区 1,518人

・地区別研修 ・地区別研修 ・地区別研修
10地区 1,700人 10地区 1,604人

・リーダー研修，母子 ・リーダー研修，母子 ・リーダー研修，母子
家庭の集い 家庭の集い 50人 家庭の集い 45人

４ 九州地区母子寡婦福祉 九州地区母子寡婦福祉
研修大会運営費補助事業 研修大会

参加者 1200人

第 ７ 平 成 ２ ３ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 難病対策事業 （所管：健康増進課 疾病対策係）

継続（昭和47年度）一部新規組替
１ 目 的

原因が不明で治療法の確立していない，いわゆる「難病」のうち国が定める特定疾患等について，患者の
医療費の自己負担の軽減と原因の究明，治療法の確立を図る。
また，在宅療養上の適切な支援を行うことにより，安定した療養生活の確保と患者及びその家族の生活の

質の向上に資する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 特定疾患治療研究事業 県 特定疾患医療受給者に対する患者医療費自己 国 1/2
負担額の全部又は，一部を公費負担する。 県 1/2

一部
国 10/10

２ 先天性血液凝固因子障害 県 先天性血液凝固因子障害等医療受給者に対す 国 1/2
等治療研究事業 る患者医療費自己負担額を公費負担する。 県 1/2

３ スモンに対するはり・き 県 スモン患者のうち施術の受給を希望する者に 国 10/10
ゅう及びマッサージ治療研 ついての施術費を公費負担する。
究事業

４ 在宅人工呼吸器使用特定 県 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対して， 国 1/2
疾患患者訪問看護治療研究 診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を 県 1/2
事業 実施することにより，在宅療養の実態把握と訪

問看護の方法等に関する研究を行い，その訪問
看護に必要な費用を負担する。

５ 難病相談・支援センター 県 地域で生活する難病患者及びその家族の様々 国 1/2
事業 なニーズに対応したきめ細やかな相談を行うた 県 1/2

め，難病相談窓口を開設し，患者の療養上の悩
みや不安の解消を図り，患者の自立を支援する
とともに地域の難病対策を一層推進する。

６ 難病患者等地域支援協働 県 在宅難病患者に対し，医療及び日常生活に係 国 1/2
事業 る相談・指導・助言を行い疾病に対する不安の 県 1/2

解消を図るとともに，保健，医療，福祉の関係
機関相互の連携による在宅医療の推進を図る。
また，入院治療が必要となった重症難病患者

に対し適時・適切に入院施設の確保が行えるよ
う，地域の医療機関の連携による難病医療体制
の整備を図る。
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３ 予 算

県 予 算 額事 業 区 分 総事業費 備 考23年度当初 22年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

1 特定疾患治療研究事業 2,084,487 2,084,487 2,326,537 89.6

2 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 13,925 13,925 14,221 97.9

3 スモンに対するはり･きゅう及びマッサージ治療研究事業 634 634 642 98.8

4 難病患者地域支援ネットワーク事業 1,834 - ８の事業
に組替5 重症難病患者医療ネットワーク事業 1,087 -

6 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業 8,124 8,124 8,124 100.0

7 難病相談･支援ｾﾝﾀｰ事業 34,449 34,449 987 3490.3 組替新規

8 難病患者等地域支援協働事業 6,079 6,079 皆増 組替新規

計 2,147,698 2,147,698 2,353,432

４ 23年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

1 特定疾患治療研究事業 患者数 12,132人 患者数 11,643人 患者数 11,184人

2 先天性血液凝固因子障害 患者数 57人 患者数 55人 患者数 60人
等治療研究事業

3 スモンに対するはり･きゅう 患者数 1人 患者数 1人 患者数 1人
及びﾏｯｻｰｼﾞ治療研究事業

4 難病患者地域支援ネット 相談件数 500件 相談件数 500件 相談件数 473件
ワーク事業 訪問件数 450件 訪問件数 450件 訪問件数 406件

5 重症難病患者医療 拠点病院 3病院 拠点病院 3病院 拠点病院 2病院
ネットワーク事業 協力病院 16病院 協力病院 16病院 協力病院 18病院

6 在宅人工呼吸器使用特定疾患 利用者 16名 利用者 13名 利用者 14名
患者訪問看護治療研究事業 利用延回数 1,500回 利用延回数 1,500回 利用延回数 1,379回

7 難病相談･支援センター事業 相談件数 8,000件 相談件数 8,000件 相談件数 7,713件
医療講演会･交流会 30回 医療講演会･交流会 30回 医療講演会･交流会 32回
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